
 

福島県相双農林事務所 

令和３年２月１３日に発生した地震により、相双農林事務所管内の農村生活

環境施設が被災したことから、９月２１日～９月２２日にかけて災害査定が実

施されました。 

〇災害査定実施市町村 

新地町 

〇災害査定の箇所数と決定額について 

福島県農林水産部所

管の査定期別 
事業主体 箇所数 

決定額 

（千円） 
工種 

第二次（第１班） 新地町 ３ 68,522 集落排水 

〇災害査定の状況 

＜集落排水（新地町）＞ 

地震の影響により、集落排水施設にお

いて、基礎地盤の変化による管路の隆起

及び沈下、施設外構に被害を受けまし

た。現地において、資料や図面をもとに

管路の様子、長さを確認しながら被害状

況について説明しました。 

相双地方における農村生活環境施設の災害査定を行いました！ 


